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トレジャリー事業における暗号資産流動性提供事業の開始に関するお知らせ 

 

 当社は、2025 年 11 月 21日付けで「新たな事業の開始に関するお知らせ」を開示しております

が、本日開催の取締役会において、当社グループのトレジャリー事業の一環として、イーサリアム

（ETH）を用いた暗号資産流動性提供事業を開始することを決議いたしましたので、下記のとおりお

知らせいたします。 

なお、本事業に必要なる各種規程等については、現在整備を進めております。 

 

 

記 

 

１． 事業開始の背景及び目的 

 当社グループは、2025 年 11 月 21 日付け「新たな事業の開始に関するお知らせ」を開示して以降、

暗号資産の保有にとどまらず、流動性提供を通じた手数料収益の獲得を目的とした運用手法について

専門家の助言を得ながら検討を進めてまいりました。 

 今般、暗号資産市場の動向、流動性、セキュリティ及びリスク管理体制等を総合的に勘案した結果、

イーサリアム（ETH）を対象とした暗号資産流動性提供事業を開始することが適切であると判断し、本

事業を開始することといたしました。 

 本事業を通じ、暗号資産の保有に加え、流動性提供による取引手数料収益の獲得を図り、トレジャリ

ー運用の多様化および収益機会の拡大を目指してまいります。 

 

２． 暗号資産流動性提供事業の概要 

（１）事業内容 

当社は、保有するイーサリアム（ETH）を活用し、分散型取引所（DEX）である Uniswap において流動

性提供を行うことにより、ユーザー間のトークンスワップに伴い発生する取引手数料収入の獲得を

目指します。 

 



 

（２）対象暗号資産 

イーサリアム（ETH） 

 

（３）リスク管理及び運用方針 

当社は、暗号資産の価格変動リスク、スマートコントラクトリスク等を踏まえ、適切な運用上限の設

定及び内部管理体制のもとで、本事業を実施してまいります。 

 

３．リスク管理体制 

本事業の開始にあたり、暗号資産の運用及びリスク管理に関する社内規程等について、現在整備を進

めており、適切な内部管理体制のもと事業を実施してまいります。 

 

４．今後の見通し 

本件が 2026 年 11 月期連結業績に与える影響は、現時点では軽微であると見込んでおります。 

今後、公表すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。 

 

以 上 


